
お知らせ お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011　  http://www.city.aisai.lg.jp/ 市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011　  http://www.city.aisai.lg.jp/

指
定
管
理
者
募
集

　
児
童
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
８

■
戦
没
者
遺
児
に
よ
る

慰
霊
友
好
親
善
事
業
へ
の
参
加
者
募
集

　（
財
）日
本
遺
族
会
事
務
局 

☎
03（
3261
）5
5
2
1

■
介
護
保
険 

負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新

　
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

　
保
険
年
金
課 

☎（
55
）７
１
１
９

■

■

ふ
と
ん
洗
濯
・
乾
燥
・
消
毒
サ
ー
ビ
ス

　
市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎（
37
）3
3
1
3

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

■

【
金
婚
夫
婦
】

　
結
婚
し
て
か
ら
満
50
年
以
上
に
な
る
夫
婦（
昭

和
43
年
９
月
１
日
以
前
に
婚
姻
さ
れ
た
夫
婦
）

▼
申
し
込
み
／
７
月
27
日（
金
）ま
で
に
結
婚
生

活
60・50
年（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚・金
婚
）の
申
出

書（
高
齢
福
祉
課
、各
支
所
に
設
置
）に
必
要
事

項
を
記
入
、押
印
し
、問
い
合
わ
せ
先
、ま
た

は
各
支
所
に
提
出

※

昨
年
ま
で
に
同
祝
賀
を
受
け
た
ご
夫
婦
は

除
き
ま
す
。

　
９
月
１
日
現
在
、
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

次
の
表
の
対
象
年
齢
の
方
に
長
寿
を
お
祝
い

し
、
市
か
ら
敬
老
金
と
米
寿
祝
品
を
贈
り
ま

す
。
各
地
区
の
担
当
民
生
児
童
委
員
が
９
月

に
お
配
り
し
ま
す
。

７
月
１
日（
日
）〜
８
月
31
日（
金
）

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】

非
行
の
芽 

は
や
め
に
つ
も
う 

み
な
我
が
子

【
八
開
地
区
】

▼
場
所
／
八
開
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▼
日
時
／
7
月
21
日（
土
）

開
治
小
学
区
：
午
前
10
時
〜

八
輪
小
学
区
：
午
後
１
時
〜

【
立
田
地
区
】

▼
場
所
／
立
田
体
育
館

▼
日
時
／
7
月
22
日（
日
）

立
田
北
部
小
学
区
：
午
前
10
時
〜

立
田
南
部
小
学
区
：
午
後
１
時
〜

▼
内
容
／
小
中
学
校
の
規
模
等
適
正
化
に
つ

い
て
の
説
明

▼
日
時
／
９
月
５
日（
水
） 

午
前
９
時
30
分

▼
場
所
／

・
文
化
会
館
　
　
佐
屋
・
立
田
地
区

・
佐
織
公
民
館
　
八
開
・
佐
織
地
区

▼
該
当
要
件
／
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
次

に
該
当
す
る
夫
婦

【
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
夫
婦
】

　
結
婚
し
て
か
ら
満
60
年
以
上
に
な
る
夫
婦

（
昭
和
33
年
９
月
１
日
以
前
に
婚
姻
さ
れ
た
夫

婦
）

※

平
成
29
年
度
参
加
者
以
外
は
複
数
回
の
応

募
可
。付
添
希
望
者
は
要
相
談

▼
実
施
地
域
／
旧
満
州
、
旧
ソ
連
、
ビ
ス
マ

ー
ク
諸
島
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
西
部
ニ
ュ

ー
ギ
ニ
ア
、
北
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島
、

マ
リ
ア
ナ
諸
島
、
ト
ラ
ッ
ク
・
パ
ラ
オ
諸
島
、

フ
ィ
リ
ピ
ン（
１
次
）、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
・
タ
イ
、
台
湾
・
バ
シ
ー
海
峡
、
マ

ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
２
次
）、
中
国

▼
申
し
込
み
／
愛
知
県
遺
族
会
事
務
局（
☎

0
5
2（

231
）6
5
0
4
）

▼
施
設
名
／

・
永
和
保
育
園（
大
野
町
未
28
番
地
）

▼
指
定
期
間
／
平
成
32（
2020
）年
４
月
１
日

〜
平
成
35（
2023
）年
３
月
31
日（
３
年
間
）

※

平
成
31
年
度
は
、
市
と
指
定
管
理
者
に
よ
る

合
同
保
育
期
間
を
含
む
引
継
ぎ
期
間
と
し
ま
す
。

▼
募
集
要
項
・
申
請
書
の
配
布
期
間
／

６
月
20
日（
水
）〜
８
月
31
日（
金
）

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
受
付
期
間
／
７
月
２
日（
月
）〜
８
月
31
日（
金
）

▼
公
募
説
明
会
／
７
月
10
日（
火
）

▼
応
募
資
格
／
愛
知
県
、
岐
阜
県
お
よ
び
三

重
県
内
に
認
可
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、

幼
稚
園
を
開
設
し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
ま

た
は
学
校
法
人（
複
数
の
団
体
に
よ
る
グ
ル
ー

プ
で
の
応
募
は
不
可
）

☝
指
定
管
理
者
制
度
と
は･･･

民
間
事
業
者
や
団

体
の
持
つ
知
識
や
技
能
を
幅
広
く
活
用
し
、
民
間

事
業
者
や
団
体
が
市
の
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う

こ
と
。

▼
日
時
／
訪
問
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る

▼
対
象
／
先
の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し
た

戦
没
者
の
遺
児

▼
内
容
／
父
な
ど
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪

れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
い
、
地
域
の
住
民
と
友

好
親
善
を
は
か
る

▼
参
加
費
／
10
万
円

・
地
方
税
法
で
定
め
る
障
害
者
ま
た
は
寡
婦

で
、
前
年
の
所
得
が
125
万
円
以
下
の
と
き

・
失
業
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
と
き（
雇
用
保
険
の「
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
」ま
た
は「
離
職
票
」の
コ
ピ
ー
な
ど
の

添
付
が
必
要
）

▼
納
付
猶
予
制
度
／

・
50
歳
未
満
の
方
が
対
象（
学
生
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。）

※

平
成
28
年
6
月
ま
で
は
30
歳
未
満
の
方
が

納
付
猶
予
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
所
得
の
基
準
は「
全
額
免
除
」と
同
じ
で
す

が
、
本
人（
結
婚
し
て
い
る
場
合
は
配
偶
者
も

含
む
）の
所
得
の
み
で
審
査
さ
れ
ま
す
の
で
、

世
帯
主
の
所
得
は
審
査
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。

・
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

※

「
全
額
免
除
」お
よ
び「
納
付
猶
予
制
度
」が

承
認
さ
れ
た
方
は
、
申
請
時
に
翌
年
度
以
降

も
引
き
続
き
審
査
を
希
望
さ
れ
る
と
、
毎
年

度
の
申
請
手
続
き
が
不
要
で
す
。

（
失
業
な
ど
を
理
由
と
し
た
申
請
は
継
続
申
請

対
象
外
）

▼
承
認
期
間
／
７
月
〜
平
成
31（
2019
）年
６
月

（
過
去
２
年
１
か
月
前
ま
で
の
期
間
も
、さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
可
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
／
年
金
手
帳
、
印
鑑
、

雇
用
保
険
の「
離
職
票
」ま
た
は「
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
」の
コ
ピ
ー
な
ど（
失
業
を
理

由
に
申
請
す
る
場
合
の
み
必
要
）

　
申
請
免
除
制
度
に
は
、「
全
額
」、「
４
分
の

３
」、「
半
額
」、「
４
分
の
１
」の
４
段
階
の
免

除
が
あ
り
ま
す
。

　
失
業
や
収
入
の
減
少
な
ど
に
よ
り
、
国
民

年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と

き
、
本
人
の
申
し
出
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

が
免
除
に
な
り
ま
す
。

▼
免
除
要
件
／

・
本
人
と
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得
が

そ
れ
ぞ
れ
基
準
額
以
下
の
と
き（
所
得
の
目

安
は
表
の
と
お
り
）

・
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以
外
の
扶

助（
教
育
、
住
宅
、
医
療
な
ど
）を
受
け
て

い
る
と
き

▼
実
施
日
／
10
月
23
日（
火
）〜
11
月
６
日（
火
）

▼
対
象
者
／

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
で
要
介

護
１
か
ら
５
の
認
定
を
う
け
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
要
介

護
１
か
ら
５
の
認
定
を
う
け
て
い
る
方

・
身
体
障
害
者（
児
）（
身
体
障
害
者
手
帳
１
ま

た
は
２
級
）

・
知
的
障
害
者（
児
）（
療
育
手
帳
A
判
定
）

・
精
神
障
害
者（
児
）（
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
）

※

7
月
1
日
現
在
、
該
当
す
る
こ
と

▼
申
し
込
み
／
７
月
2
日（
月
）か
ら
31
日（
火
）

ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
各
支
所
へ

※

以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
も
毎
回
申
請

が
必
要

※

申
請
書
は
問
い
合
わ
せ
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

　

http://shakyo.or.jp/hp/1054/

▼
持
参
す
る
も
の
／
印
鑑
、
該
当
す
る
障
害

関
係
手
帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険
者
証

▼
取
扱
寝
具
／
掛
ふ
と
ん
、
敷
ふ
と
ん
、
毛

布
、
シ
ー
ツ
の
中
か
ら
4
点
ま
で

▼
利
用
料
／
無
料

※

実
施
日
の
午
前
中
に
お
預
か
り
し
、
原
則

当
日
中
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
所
得
が
低
い
方
で
、
施
設
お
よ
び
短
期
入

所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
の
、
食
費
・

部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
負
担
限
度
額
認
定
証
は
、
毎
年
７
月
31
日

が
有
効
期
限
と
な
る
た
め
、
８
月
１
日
以
降

必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　
８
月
１
日
以
降
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期

入
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
予
定
の
無
い
方

や
、
適
用
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら

か
な
方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
適
用
要
件
／
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

・
住
民
税
世
帯
非
課
税

（
別
世
帯
に
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、別
世
帯

の
配
偶
者
も
住
民
税
非
課
税
）

・
預
貯
金
な
ど
が
一
定
額（
単
身
で
1
千
万

円
、
夫
婦
で
2
千
万
円
）以
下

▼
必
要
書
類
な
ど
／

・
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

・
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯
金
額
な
ど
わ

か
る
書
類

（
預
金
通
帳
、定
期
預
金
通
帳
な
ど
の
コ
ピ
ー

で
表
紙
お
よ
び
残
高
が
分
か
る
ペ
ー
ジ
な
ど
）

・
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）提
供
に
伴
う
本

人
確
認
資
料
の
提
示.

※

本
人
の
申
告
で
判
定
。
不
正
受
給
に
対
す

る
加
算
金
が
あ
り
ま
す
。

自
衛
官
募
集

　
自
衛
隊
愛
知
地
方
協
力
本
部
　一
宮
地
域
事
務
所

☎
０
５
８
６（
73
）７
５
２
２

■

募集項目 資格 受付期間 試験日

航空学生
(航空 )

高卒（見込含）～
21歳未満の方

航空学生
(海上 )

高卒（見込含）～
23歳未満の方

７月１日 (日 ) ～
９月７日 (金 )

９月17日 ( 祝 )

一般曹候補生 18歳以上～
27歳未満の方

９月21( 金 ) ～
23日 (日 )

自衛官候補生 年間を通じて受付 受付時に案内

お
知
ら
せ

小
中
学
校
規
模
等
適
正
化
地
域
説
明
会

　
学
校
教
育
課 

☎（
55
）7
1
3
6

■
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
・
金
婚
を
迎
え
ら
れ
た

ご
夫
婦
へ

〜
敬
老
会
に
ご
招
待
し
お
祝
い
し
ま
す
〜

　
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

■

市
敬
老
金
・
米
寿
祝
品
を
贈
り
ま
す

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
に
取
り
組
む

県
民
運
動（
夏
期
）

　
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

■

対象年齢祝金・祝品

５，０００円

２０，０００円
米寿祝品

満８０歳（昭和１3年生まれ）
満８５歳（昭和8年生まれ）
満９０歳（昭和3年生まれ）
満９５歳（大正１2年生まれ）
満１００歳（大正7年生まれ）

満１０１歳以上（大正6年以前生まれ）

満８８歳（昭和5年生まれ）

※本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が、上の計算式の金額以下で
　あれば免除を受けることができます。
※減額された保険料を納めていない期間は未納扱いとなり、受給要件にも
　老齢基礎年金額の計算にも算入されませんのでご注意ください。

免除区分 納める
保険料額

老齢基礎年金への
計算

所得の目安

全額 ０円 免除期間は
２分の１で計算

（扶養親族等の数＋1）×
35万円+22万円

４分の３
（４分の１納付）

半額
（半額納付）

４分の１
（４分の３納付）

４，０９０円

８，１７０円

１２，２６０円

免除期間は
８分の５で計算

免除期間は
８分の６で計算

免除期間は
８分の７で計算

７８万円

１１８万円

１５８万円

＋扶養親族等
控除額
＋社会保険料
控除額など
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お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
1
・
2
・
3

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
1
・
2
・
3

ハ
イ！
119
番
で
す

ハ
イ！
119
番
で
す


